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社会資本整備審議会河川分科会 

河川整備基本方針検討小委員会（第１３６回） 

令和６年４月１９日 

 

 

出席者(敬称略) 

委 員 長 小池 俊雄  

委  員 大井川 和彦 

委  員 大野 元裕  

委  員 熊谷 俊人  

委  員 小池 百合子 

委  員 里深 好文  

委  員 清水 義彦  

委  員 髙村 典子  

委  員 戸田 祐嗣  

委  員 中北 英一  

委  員 中村 公人  

委  員 中村 太士  

委  員 福田 富一  

委  員 森 誠一  

委  員 山本 一太  

 

 

発言者 内容 

【事務局】  それでは、定刻となりましたので、社会資本整備審議会河川分科会

「第１３６回河川整備基本方針検討小委員会」を開催いたします。本

日の進行を務めさせていただきます河川計画課長の森本でございま

す。よろしくお願いいたします。会議でございますが、公開にて行い

ます。報道関係者及び一般の方には、この会議の様子を別回線のウェ

ブ上で傍聴いただいております。本日の欠席の委員でございますが、

秋田委員と立川委員につきましては、御都合により欠席でございま

す。清水委員につきましては、御都合により遅れて御参加いただくこ

とになっております。以上、１７名中１５名の委員に出席いただいて

おりますので、社会資本整備審議会の規則に基づきまして、求められ

る委員の総数以上の出席がございますので、本小委員会が成立してお

りますことを御報告いたします。また、国土交通省より、水管理・国

土保全局長、総務課長をはじめとする関係課室長が出席しておりま

す。それでは、冒頭、廣瀬水管理・国土保全局長より挨拶を申し上げ

ます。 
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発言者 内容 

【廣瀬局長】  皆さん、こんにちは。小池委員長をはじめ委員の皆様におかれまし

ては、新年度になりまして、またお忙しいところ、御参加いただきま

してありがとうございます。利根川水系は今日で４回目の御審議をい

ただくということでございます。ステップ・バイ・ステップというこ

とで、大きな川でもございますし、関係者も多いということで、丁寧

な議論をしていただいているのではないかと思います。感謝申し上げ

たいと思います。今日も利根川水系単独で、河川環境と河川利用等を

加えて、本文まで御提示をさせていただきたいと思っているところで

ございます。河川環境につきましては、中村太士先生にお世話になっ

てございまして、「生物の生息・生育・繁殖の場としてもふさわしい

河川整備及び流域全体としての生態系ネットワークのあり方検討会」

を、この２月から開催させていただいてございまして、その大きなテ

ーマは、河川整備基本方針や河川整備計画に河川環境の目標をどのよ

うに位置づけるかという議論を、今ちょうどしていただいているとこ

ろでございます。最終的な取りまとめをさせていただいているような

状況になっているかと思いますけれども、そこで御議論いただいてい

るような内容もしっかり意識をしながら、今日の資料に入れておりま

すので、忌憚のない御意見を頂戴できればと思います。また、関係都

県の皆様も御出席いただきまして、ありがとうございます。どうぞ引

き続きよろしくお願いしたいと思います。本日もぜひよろしくお願い

します。 

【事務局】  ありがとうございました。続きまして、小池委員長、御挨拶よろし

くお願いいたします。 

【小池委員長】  取りまとめを仰せつかっております小池でございます。今、局長か

らお話がありましたように、４回目となります。振り返ってみます

と、１回目は利根川治水の変遷と現状というものを皆さんで共有させ

ていただきました。２回目は気候の変化を考慮して計画降雨を１.１

倍して、基本高水を算出いたしました。それをもとに３回目、前回で

すけれども、基準地点の計画高水流量、河道でどれだけ流し、そして

貯留でどれだけ持たせるかという配分を議論させていただきました。

加えて、首都圏への被害をどう考えるかについて検討いたしました。

特に私どもが今回使っております１.１倍というのは、増加倍率の推

定の平均値でありまして、それを超えるもの、つまり１.３倍という

ものも推定されておりますし、現実にも起こっています。そういう計

画を超えるものが来たときに、首都圏を中心とする地域の被害をいか

に抑えられるか、あるいはそこから復旧・復興をいかに早くできるか

ということを踏まえた計画が必要という議論もさせていただきまし

た。今日は環境、河川利用、土砂、それから流域治水の推進という項
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発言者 内容 

目を踏まえて、いよいよ本文案の議論となります。その議論を始める

前に、少し違う観点のお話をさせていただければと思います。利根川

という川を考えるときに一つの重要な視点というのは、水の利用では

ないかと思います。私自身がこういう水関係の研究、仕事をさせてい

ただくきっかけは、私が大学３年生のときに、私の故郷・福岡が日本

の戦後の最大と言われる渇水に見舞われたことです。昭和５３年、１

９７８年のことでございますが、これが縁でこういう河川の研究を始

めるきっかけになったわけですが、その昭和５３年の前年、昭和５２

年５月に、今も続いております水の週間・水の日というものが閣議決

定されております。そのときの文章を見ますと、当時、高度経済成長

真っただ中にあったわけですが、水資源の有限性、水の貴重さなどに

ついて国民の関心を高め、理解を深めるために水の日を設定するとい

うふうに記されています。その翌年、先ほど申しました福岡渇水が起

こって、その重要性というのは国会等でも随分議論されたという記録

が残っております。時を経て平成２６年、２０１４年には、その表現

が人間社会の営みと自然環境の保全に果たす水の機能が適切にバラン

スしている状態、これを健全な水循環というふうに定義されまして、

この健全な水循環の維持と回復を目的としまして、水循環基本法が成

立しております。現在の水の日は、この水循環基本法の中で設定され

ているものでございます。これは不思議なもので、１９７７年、昭和

５２年に水の日が設定されたのは５月なんですが、その年にアルゼン

チンのマルデルプラタで第１回の国連水会議が開かれておりまして、

昨年、第２回目がニューヨークで開かれました。こういう水の問題に

関する世界中の関心が、ある意味で変容しつつも、また高まっている

ということの証左ではないかと思います。年が明けた昨年の記録を見

ますと、年平均気温は地球全体で１４.９８度、これは産業革命のと

きよりも１.４８９と高いそうで、世界がこれまでで最も暑い１年で

あったと記録されていました。日本は１８９８年から１５か所で気温

観測がずっと続けられておりますが、６月から８月の気温はその平均

値の１.７６度高い。これも最高気温、最も暑い６月から８月であっ

たということが、気象庁から報告されています。これも私事で恐縮な

んですが、２００７年にＩＰＣＣの第４次評価報告が発表され、私自

身はその第１作業部会、サイエンスをまとめる作業部会のレビューエ

ディターをさせていただきました。そのときにまとめた言葉が、気候

システムの温暖化には疑う余地がない。unequivocal という英語をど

ういう日本語にするか、随分皆さんで協議したことを記憶しておりま

すが、それが２００７年で、この年、ＩＰＣＣはノーベル平和賞をい

ただきましたが、でも社会が変わるには時間がかかるんです。いろん
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な施策が提案され、いろんなことが議論されましたが、実際には２０

１５年１月に我が国では人の命を守るという新たなステージという政

策が動き始めまして、そこから水防法改正等がありまして、洪水の激

甚化、頻発化に対応するような社会づくりが必要となりました。その

延長線上で、今、私どもが議論している流域治水という答申が、これ

は世界に先駆けてと言ってよいと思いますが、２０２０年に社会資本

整備審議会から答申させていただいて、２１年に法整備がなされて、

今、私たちはそれに則って基本方針の変更をしているということでご

ざいます。２０２３年、昨年は国土審議会水資源開発分科会から、

「リスク管理型の水資源政策の深化・加速化」という提言が出ており

ます。水資源政策がこういうふうに、先ほど言いました水の日の制定

のときから変容しつつも、非常に重要な局面、リスク管理型というも

のを打ち出したことに、私自身は大変深い見識のもとにこれが出され

ているなということを痛感しております。そうしておりましたら、お

隣にいらっしゃいます局長から２週間ほど前に、私どもが進めており

ます流域治水から、流域における総合的な水管理に進化するという政

策を考えなければいけないというメッセージをいただきまして、非常

に心強くいたしました。何を申し上げたいかといいますと、もう冒頭

に申し上げたとおりですが、私どもは流域治水ということで利根川を

ずっと考えてきておりますが、一方で、平時の水使いというのが利根

川にとって大変重要であります。農業にとっても、それから都市用水

にとっても、工業用水にとっても非常に重要でございます。平時と洪

水時、あるいは平時と渇水時、こういうものを統合的に捉えることに

よって、私たちが目指す流域治水というものの本当の姿が見えてくる

んじゃないかと思います。今日は洪水が中心の中で、環境であると

か、河川利用であるとか、水の利用も含めて議論があります。どうぞ

そういう視点も踏まえながら、皆様の忌憚のない御意見をいただけれ

ばと思います。 

【事務局】  ありがとうございました。それでは、議事に入らせていただきま

す。以降の進行につきましては、小池委員長、よろしくお願いいたし

ます。 

【小池委員長】  それでは、本日の議事でございますが、審議水系は１つ、利根川で

ございますので、まずこれに関わる資料を事務局から御説明いただき

まして、議論したいと思います。事務局から、資料１、２、３の説明

をお願いいたします。 

【事務局】  事務局の河川計画調整室長の小澤です。まず、資料１の利根川水系

河川整備基本方針の変更について御説明いたします。１ページを御覧

ください。これまでの審議の流れをお示ししております。利根川につ
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発言者 内容 

いては、１２月、１月、３月に開催した小委員会で、④超過洪水・流

域における治水対策までを御審議いただきました。本日は、前回まで

の委員会での意見に対する補足説明と、⑤河川環境・河川利用につい

ての検討、⑥総合土砂管理、⑦流域治水の推進、それから河川整備基

本方針本文について御説明させていただき、御審議をいただきたいと

考えております。なお、資料１の①から④の部分については、本日の

議論に関係する主な内容と、補足説明の箇所を掲載した抜粋版として

おります。 

３ページを御覧ください。流域の概要について、前回までに委員か

らいただいた御意見です。全て前回までに回答させていただいており

ますので、４ページ以降、前回までの資料から土地利用状況、近年の

降雨、動植物の生息・生育・繁殖環境、水質、河川利用、渇水の発生

状況に関する資料を掲載してございます。 

次に、１８ページを御覧ください。基本高水のピーク流量につい

て、前回までに委員からいただいた主な御意見です。赤字で記載して

おります中北委員からの御意見を踏まえた検討について、前回までに

お答えできておりませんでしたので、御説明させていただきます。２

３ページを御覧ください。中北委員からは、気候変動下での危機管理

対応を念頭に、カスリーン台風や令和元年東日本台風の擬似温暖化の

検討について御意見をいただきました。環境省のほうで令和元年東日

本台風について擬似温暖化実験を実施しており、２度上昇時の実験結

果の降雨量を入手して、八斗島地点の流量の変化を算定いたしまし

た。左上の表を御覧ください。最大流量は、実績雨量による計算結果

の１万８,５００㎥／sに対して、疑似温暖化後は、それぞれのモデル

の最大値は１万９,６００㎥／sから２万２,６００㎥／sとなり、実

績降雨量に基づく流量の１.１倍から１.２倍程度の流量となりまし

た。なお、カスリーン台風の疑似温暖化実験の結果は、降雨データが

４０km メッシュの結果しかなく、メッシュサイズが大きかったため、

今回、流量の算定は実施してございません。このほか１９ページから

２２ページには、前回の基本高水のピーク流量の設定の資料から、本

川、渡良瀬川、鬼怒川、小貝川における基本高水の検討結果を掲載し

てございます。 

続きまして、２５ページを御覧ください。計画高水流量について、

前回までに委員からいただいた主な御意見です。赤字で記載していま

す中村公人委員からの御意見を踏まえた検討について、御説明をさせ

ていただきます。５５ページを御覧ください。中村公人委員からは、

真ん中のグラフでございますけれども、流域の取組を示す緑の部分の

矢印の高さについて御意見をいただきました。前回資料では、昭和６
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発言者 内容 

１年８月洪水の１,７５０㎥／sの高さと一致しているかのような記述

となっていましたけれども、それ以上の規模の事象も含め、様々な洪

水に対応するための取組が必要であることが分かるように、今回修正

いたしました。このほか２６ページから５４ページまでは、前回まで

の計画高水流量の検討資料から、利根川治水対策の経緯、基本方針変

更の基本的な考え方についての検討結果概要、利根川本川、渡良瀬

川、鬼怒川、小貝川それぞれについての河道配分流量の考え方、洪水

調節の考え方、現行方針と変更案の比較の資料を掲載してございま

す。 

続きまして、５８ページを御覧ください。超過洪水対策・流域にお

ける治水対策について、前回までに委員からいただいた主な御意見で

す。全て前回までに回答させていただいておりますので、５０ページ

以降、前回までの資料から、利根川流域の氾濫リスク、堤防強化策、

田んぼダムなどの流域対策、警戒避難体制の強化策などの取組につい

て掲載してございます。 

続きまして、河川環境・河川利用について御説明をさせていただき

ます。６６ページを御覧ください。河川環境・河川利用について、前

回までに委員からいただいた主な御意見です。上の方から、１つは治

水と環境を両立する河川の掘削方法、それから鬼怒川の礫河原の維

持、河川環境に効果のあるダム群の連携、ダムの容量振替に当たって

の河川環境への配慮、遊水地の管理を通じた生態系ネットワークの創

出、霞ヶ浦、渡良瀬遊水地等の水質改善、気候変動に伴う雪の変化に

よる河川環境への影響といった観点から御意見をいただきました。こ

のような御意見を踏まえて、河川環境・河川利用の検討を行いまし

た。 

６７ページを御覧ください。河川環境・利用の具体の議論に入る前

に、流域の成り立ちについて御説明いたします。左上にありますよう

に、約５,０００年前頃までは現在の利根川の大部分は海であり、左

下の図にありますように、約１,０００年前頃までに海面が低下し、

利根川は東京湾に流入しています。現在は、右下の図のように江戸時

代以降の東遷により、利根川は銚子で海に流れております。また、利

根川の水系の上流部には、日光白根山、赤城山、榛名山、浅間山等の

火山が存在しています。このため、利根川流域の地質や環境は、火山

噴火に伴う噴出物の影響や海の影響も大きく受けていると考えられま

す。日光白根山、赤城山、榛名山、浅間山等の火山地は、主に第四紀

火山岩類からなり、榛名山、浅間山の北麓には沖積層も分布し、裾野

の表層には厚い関東ローム層が堆積しています。北部の帝釈山地、三

国山地、足尾山地、関東山地北部の丘陵地には、主に砂岩、粘板岩、
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発言者 内容 

石灰岩等の固結堆積物で構成されています。平地部の沖積平野には、

水田に適した泥炭や黒泥土が見られます。 

次に、６８ページを御覧ください。動植物の生息・生育・繁殖環境

について、基礎データを整理してございます。左上のグラフにござい

ます魚類、鳥類の数は、経年的には大きな変化は見られず、ほぼ横ば

いの傾向でございます。左下のグラフにある植物群落は、平成２８年

以降、人工草地が減少し、一年生草本群落が増加していますけれど、

これは平成２８年までは堤防の部分を一律に人工草地とカウントして

いたものを、カウントの仕方を変えたことによるものでございます。

右側の年平均気温、年平均水温は、若干の上昇傾向が見られます。次

に、６９ページを御覧ください。本川の区間別、支川別に、河川環境

管理シートの情報などを踏まえて、生物の生息場の分布状況を現状分

析し、河川環境の目標を設定しております。７０ページを御覧くださ

い。こちらは本川上流部の区間の目標の設定事例です。上流部は蛇行

河川が形成され、礫河床の瀬・淵にはアユ、ウグイ等が、ワンド・た

まりにはムサシノジュズカケハゼ等の魚類が生息し、礫河原にはカワ

ラサイコ等の植物が生息、カワラバッタ等の陸上昆虫類が生息してい

ます。また、中州等にはコアジサシ、チドリ等の鳥類が生息し、水辺

にはカモ類等の鳥類が生息してございます。このため、連続した瀬と

淵、ワンド・たまり、礫河原の保全・創出を図ることを目標としてご

ざいます。７１ページ、７２ページをお願いします。７１ページ、７

２ページのほうに、本川の各区間、それから支川ごとに行った現状評

価と目標の設定の一覧をお示ししています。数が非常に多くて一覧表

だと理解しにくいので、７３ページを御覧いただければと思います。

７３ページに、目標の部分を地図に旗揚げする形でお示しをいたして

おります。本川の目標を右側のオレンジの枠中にお示ししており、支

川と霞ヶ浦の目標を左側、あと上部の水色の枠の中にお示ししてござ

います。例えば左上の渡良瀬遊水地では、ヨシ原の保全・創出、その

右の鬼怒川では礫河原の保全・創出、一番右の霞ヶ浦ではヨシ原の湖

岸植生帯の保全・創出などを目標として設定してございます。これら

の目標に基づいてモニタリングを実施しながら、継続的に取り組んで

いきたいと考えております。これら河川環境の目標の在り方について

は、先ほどお話が出ましたけれども、生物の生息・生育・繁殖の場と

してもふさわしい河川整備及び流域全体としての生態系ネットワーク

のあり方検討会で御議論いただいておりますので、そういった結果も

踏まえて、さらによりよいものとなるように見直しを進めていく予定

としてございます。 
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次に、７４ページを御覧ください。中村太士委員からは、治水と環

境を両立した掘削の工夫について御意見がありました。河道掘削にお

いては、多様な生物が生息・生育・繁殖する水際環境を保全・創出す

ることを基本方針としています。左側の図にお示ししましたように、

同一河川内の良好な河川環境を有する区間の河道断面を参考に、掘削

方法を検討してございます。また、Ｘ掘削、船底型掘削など、いろん

な掘削の技術事例がございますので、そういったことも踏まえてさら

に検討を進めて、治水機能の強化と良好な環境の創出を両立していき

たいと考えてございます。７５ページを御覧ください。今回の基本方

針の変更によって河道配分流量が増える利根川上流部、烏川、神流川

の検討事例を掲載しています。先ほど御説明した考え方のもと、現時

点で想定される断面を区間ごとにイメージして整理しております。砂

州の切下げにより攪乱頻度を増加させ、自然の営力により礫河原を保

全・創出することや、平水位に限らず生態系に応じた掘削の深さや形

状の工夫によるワンド・たまりの保全・創出を図ってまいります。 

次に、７６ページを御覧ください。中村太士委員からは、鬼怒川で

の礫河原の保全・創出について御意見がございました。鬼怒川におい

ては平成１６年度に「鬼怒川河道再生検討委員会」を設置し、検討を

進め、砂州の切下げによる攪乱頻度の増加などに取り組むとともに、

鬼怒川の外来種対策を考える懇談会との連携により、外来種除去等の

活動を実施しています。こういった体制も活用しつつ、礫河原再生の

取組を継続的に実施してまいります。 

次に、７７ページを御覧ください。森委員からは、河川環境に効果

のあるダム群の連携について御意見をいただきました。奥利根上流の

ダムは降雪量が多い、平時に貯水しやすいという特徴があり、下流側

のダムは流域が広く、洪水時に様々な降雨パターンに対応しやすいと

いう特徴がありますので、こういった特徴を捉えて、治水機能、利水

の機能の向上だけでなく、環境に資するような活用の検討も進めてま

いります。７８ページを御覧ください。河川環境に資する具体的なダ

ムの運用について御説明いたします。右上にございますように、鬼怒

川においては、川治ダム、五十里ダムにおいて、ダム群連携施設とし

て２つのダムをトンネルでつないで、有効に水を運用できるようにし

てございます。五十里ダムは規模が小さく、容量が少ないため、雪解

けの季節や台風のときなどはダムに水をため切れない一方、川治ダム

は容量は大きいですが、なかなか水量は回復しないといった特徴がご

ざいます。五十里ダムで貯留できない場合は、トンネルを使って川治

ダムに水を貯留します。また、雨が少ないときには、川治ダムに貯留

した水をトンネルを使って五十里ダムに流し、五十里ダムの水量を補
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給して、下流の河川の水を補給し、河川環境の改善を図ってございま

す。また、右下の図にありますように、ダムの洪水調節容量や発電容

量に一時的に水を貯留して、ダム下流の環境改善のためにフラッシュ

放流を行う取組を実施してございます。 

次に、７９ページを御覧ください。森委員、中村太士委員からは、

ダムの容量の振替に伴う河川環境面への影響の配慮について御意見を

いただきました。利根川では、国土交通省と水資源機構が管理する８

つのダムと渡良瀬遊水地について、平時から統合管理を行っておりま

す。ダムの管理に当たっては、図で示すように、６つの地点におい

て、河川に必要な流量を確保できるように管理を行っているところで

す。ダムの容量の振替を行う際も、こういった地点における河川流量

の確保など、河川環境面での影響について検討してまいります。８０

ページを御覧ください。流水の正常な機能を維持するため必要な流量

の検討結果を整理しています。こちらは利根川本川でございますが、

維持流量については設定の根拠となる各項目を点検し、著しい変更が

生じていないため、栗橋地点、利根川河口堰下流地点とも変更はあり

ません。水道用水、工業用水、農業用水として必要となる流量につい

ては、必要な流量を点検したところ、栗橋地点においては、ダム整備

等に伴う水利用の増加により増加していることが分かりました。この

ため、流水の正常な機能を維持するために必要な流量は、栗橋地点に

おいてはかんがい期は１２０㎥／sから１２２㎥／sに、非かんがい

期は８０㎥／sから８６㎥／sに変更が必要と考えております。利根

川河口堰下流地点においては変更ありません。８１ページを御覧くだ

さい。江戸川についても同様に整理しています。維持流量については

変更ありません。水道用水、工業用水、農業用水として必要となる流

量については、野田地点については増加していることが分かりまし

た。このため、流水の正常な機能を維持するために必要な流量は、野

田地点においては非かんがい期は３０㎥／sから３２㎥／sに変更が

必要と考えております。江戸川水閘門地点においては、変更ありませ

ん。８２ページを御覧ください。鬼怒川についても同様に整理してい

ます。佐貫地点において、維持重量は変更ありません。各種用水に必

要となる流量については、佐貫地点についてはダム整備等に伴う水利

用の増加により増加していることが分かりました。このため、流水の

正常な機能を維持するために必要な流量は、佐貫地点においてはかん

がい期は４５㎥／sから５１㎥／s、非かんがい期は７㎥／sから８㎥

／sに変更が必要と考えております。８３ページを御覧ください。渡

良瀬川についても同様に整理しています。大間々地点においては、維

持流量は変更ありません。各種用水として必要となる流量について
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は、水利用の減少により減少していることが分かりました。このた

め、流水の正常な機能を維持するために必要な流量は、大間々地点に

おいてはかんがい期は２５㎥／sから２４㎥／sに変更が必要と考え

ております。 

８４ページを御覧ください。中村太士委員からは、遊水地を活用し

た生態系ネットワークの形成について御意見をいただきました。関東

地域においては、平成２５年に関東エコロジカルネットワーク推進協

議会を設立し、生態系ネットワークの形成に取り組んでいるところで

ございます。左側にありますように、渡良瀬遊水地や稲戸井調節池、

利根川下流部、利根運河ではコウノトリやコジュリンなどをシンボル

とした湿地環境整備を進めています。今後、新たに整備される遊水地

も含めて、引き続き湿地の保全・再生に取り組みます。８５ページを

御覧ください。髙村委員からは、遊水地の管理を通じた豊かな湿地環

境の創出について御意見をいただきました。平成２４年７月にラムサ

ール条約湿地に登録された渡良瀬遊水地においては、平成２５年に渡

良瀬遊水地保全利用協議会を設立し、湿地の「保全・再生」「賢明な

利用」「交流・学習」に取り組んでいるところです。湿地の保全・再

生については、右上に記載してございますように、地域住民等による

清掃活動や治水上掘削が必要な場合に、外来種の増殖等によって環境

が悪化した場所を掘削する。ヨシ焼きによる樹林化の防止をするなど

の取組を実施しており、今後も湿地の保全・再生に取り組んでまいり

ます。 

８６ページを御覧ください。髙村委員、中村公人委員からは、霞ヶ

浦、渡良瀬遊水地の水質について御意見をいただきました。左上のグ

ラフが霞ヶ浦のＣＯＤの値です。青が西浦、緑が北浦で、現時点では

西浦、北浦ともに赤色の環境基準を上回っています。このため、「霞

ヶ浦に係る湖沼水質保全計画」を策定し、水質浄化対策を実施してい

ます。８期目の期間となる令和３年度から令和７年度までは、下水道

整備、農業排水対策、流入河川への浄化施設整備などで流域での負荷

削減対策を進めるとともに、湖内での浄化施設の整備、底泥しゅんせ

つなど、流入負荷抑制対策を実施しています。湖内での浄化施設の整

備は、右上に記載してありますように、植生帯により河川からの流入

水を滞留させて、水質悪化の原因となる物質を沈殿させ、水質を浄化

するものです。波を弱める効果もあり、ヨシ等の植物の再生が促され

ることによる水質浄化の効果も期待されます。８７ページを御覧くだ

さい。髙村委員からは、窒素、リンをモニタリングすることの重要性

について御意見がありました。左下のグラフは、霞ヶ浦、渡良瀬遊水

地の窒素、リンのモニタリング結果でございます。青が西浦、緑が北
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浦で、上段のグラフの窒素、下段のリンともに現時点では赤の環境基

準を上回っていますが、先ほど説明いたしました取組によって徐々に

改善していけるものと考えているところです。引き続きＣＯＤや窒

素、リンなどのモニタリングを実施しつつ、水質の改善に取り組んで

まいります。８８ページを御覧ください。髙村委員からは、霞ヶ浦の

水位が高く運用されていることによる妙岐ノ鼻のヨシ原への影響につ

いて御意見をいただきました。霞ヶ浦では、地域の産業や生活を守る

各種用水を供給するための水位運用を行っています。左側のグラフを

御覧ください。霞ヶ浦の抽水植物群落と浮葉植物群落の面積は、平成

８年の霞ヶ浦開発事業の管理開始以降では、平成９年から１１年の間

に若干減少しておりますけれども、近年は安定している状況です。右

側のグラフを御覧ください。妙岐ノ鼻地区の植生でございますけれど

も、平成１０年以降、群落面積の大きな変化はありませんが、平成２

８年以降は、青色で示しているカサスゲ－ヨシ群落の面積が、緑色で

示してございます、多様性が高い植生種のカモノハシ－ヨシ群落の面

積を上回っている状況です。霞ヶ浦の水位運用が湖岸植生に与える影

響を確認するため、引き続きカモノハシを対象としてモニタリングを

継続してまいります。 

８９ページを御覧ください。左上のグラフのように、霞ヶ浦では特

定外来生物であるミズヒマワリ、ナガエツルノゲイトウの群落面積

が、平成２８年度から令和３年度までの間で急激に増加しています。

右上の写真にございますように、効果的な防除方法を確認するため、

関係自治体、関係機関と連携し、試験施工として刈取り、食酢散布、

シート被覆、オイルフェンスによる拡散防止を実施し、モニタリング

を行っています。引き続き、地域と連携して取り組んでまいります。 

９０ページを御覧ください。中北委員からは、気候変動に伴う降雪

の変化の環境面への影響について御意見をいただきました。左下のグ

ラフは、矢木沢ダム地点、尾瀬沼地点における積雪深を示しておりま

す。横軸が時間で、左端が１１月、右端が６月となっています。縦軸

は積雪深で、線の色は、緑が一番古くて昭和４４年から平成２年６月

までの平均、黄色が平成２年１１月から平成２２年６月までの平均、

青が平成２２年１１月以降の平均となってございます。矢木沢ダム地

点のピークの積雪量は、過去と比べて増加しています。また、ピーク

に到達するまでを比較すると、過去と比べて積雪が始まる時期が若干

遅くなってきていますが、積雪が始まると積雪深の増加量が多くなっ

ています。ピークに達した後を比較すると、過去と比べて積雪の減少

量が多くなっており、積雪がなくなる月が若干早くなっています。一

方、尾瀬沼地点は、過去と比べて積雪が始まる時期が若干遅くなって
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いる、積雪がなくなる時期が若干早くなっているという点では、矢木

沢地点と共通していますが、ピークの積雪量は過去と比べて減少して

います。また、右側に示した図は、片品川において積雪深と流出量な

どのモニタリングを行っている結果をお示ししたものでございます。

融雪に伴う出水は、治水面、利水面、環境面ともに影響を受けると思

われ、引き続きモニタリングを実施してまいります。 

続いて、総合土砂管理について御説明いたします。９２ページを御

覧ください。総合土砂管理について、前回までに委員からいただいた

御意見です。里深委員から、火山噴火の利根川上流ダム群への影響や

その備えについて御意見をいただきました。９４ページを御覧くださ

い。山地領域では、直轄砂防事業、直轄火山砂防事業、直轄地滑り対

策事業を実施しており、引き続き土砂流出対策を推進します。ダム領

域では、現時点で施設の機能を阻害する堆砂には至っておりません

が、堆砂の進行が著しい下久保ダムにおいては堆砂対策を検討、実施

しています。河道領域では、砂利採取規制以降、河床はおおむね安定

傾向です。海岸領域は、利根川河口部、河床、海岸汀線ともに安定し

ています。江戸川河口部も安定しています。９５ページを御覧くださ

い。下久保ダムは堆砂が進んでおり、現時点では洪水調節容量への影

響はありませんが、計画堆砂量を上回っている状況です。このため、

貯砂ダムの設置や掘削等を実施してございます。９６ページを御覧く

ださい。利根川流域には６つの活火山があり、このうち浅間山、草津

白根山、日光白根山の３つは、監視・観測体制の充実が必要な火山と

して選定されており、２４時間体制で観測・監視が行われているほ

か、火山噴火緊急減災対策砂防計画が策定されています。また、浅間

山では国土交通省が直轄事業で火山対策を実施しているほか、草津白

根山でも平成３０年の噴火を踏まえて砂防堰堤を整備しています。ダ

ムで適切な対応が取れるよう、火山情報の速やかな共有などに努めて

まいりたいと思います。 

続いて、流域治水について説明します。９９ページを御覧くださ

い。利根川水系での流域治水プロジェクトについては、８つの協議会

において検討を進め、令和３年３月にプロジェクトを策定、公表し、

プロジェクトを推進してございます。１００ページ以降に、そのプロ

ジェクトの概要をお示ししています。河川整備に比べ、集水域、氾濫

域における治水対策のところで御説明した対策などを盛り込んでいま

す。１０６ページを御覧ください。流域治水の取組を加速するため、

令和５年１２月に群馬県を流れる休泊川、新谷田川、新谷田川放水路

が、「特定都市河川」及び「特定都市河川流域」に指定されていま

す。休泊川流域は、平成２９年台風２１号や令和元年東日本台風によ
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り大規模な浸水が発生しており、今後、ハード・ソフトを組み合わせ

た効果的な対策を流域水害対策計画として取りまとめ、浸水被害の防

止軽減を目指すこととしています。 

続きまして、資料３、本文について御説明をいたします。資料３を

御覧ください。新旧対照表の形でお示ししています。現行の基本方針

から修正を行った部分を赤字で示していますが、ポイントとなる部分

について説明いたします。左側の番号でいうと、１０から１２のとこ

ろは、利根川流域の自然環境の現状について、本川の各区間や支川の

内容について記載を充実させていただいております。次に、２３、特

定外来生物の確認状況について追記してございます。２４、利根川の

歴史的経緯を振り返る必要について多くの委員から御意見をいただい

ていることから、本川中流部の中条堤や狭窄部による江戸市中の洪水

防御のシステム、こういった利根川の歴史的な経緯について追記をし

ています。２５、中条堤の決壊や狭窄部の拡幅の経緯を追記してござ

います。２６から３５につきましては、本川の各区間、それから支川

についての河川整備基本方針策定の経緯について追記をしてございま

す。３６、鬼怒川の堤防が決壊した平成２７年９月の関東・東北豪雨

を踏まえて、「水防災意識社会再構築ビジョン」を策定し、タイムラ

インや広域避難の仕組みの検討を進めてきたことを追記してございま

す。３７、八斗島上流域の３日間雨量が最高を記録し、国管理区間の

多くの水位観測所で観測史上最高値を記録した令和元年東日本台風を

踏まえて、流域治水プロジェクトを進めてきたことについて追記をし

てございます。あと、特定都市河川の指定についても追記させていた

だいております。３９、河川管理者とダム管理者、関係利水者が治水

協定を締結し、進めてきた利水ダムを含めた事前放流について追記を

してございます。４２、閉鎖性水域である霞ヶ浦等の湖沼における水

質の状況や、水質改善の取組について追記しています。４３から４

５、河川の利用状況について、特に支川での取組の記載を充実してい

ます。 

４８、想定最大規模の洪水についても、人命を守り経済被害を軽減

するために、あらゆる関係者が協働して対応するという考えを追記し

てございます。５０、取組の推進のための水理・水門や土砂移動、水

質、それから動植物の環境に係る調査の実施、降雨－流出特性、流下

特性、降雪・融雪量の変化や、河川生態系への影響の把握に努めるこ

とや人材育成について充実してございます。特に上流域の山岳地帯で

の冬季の降雪が多いことを踏まえる必要性についても記載してござい

ます。５２、水のもたらす恩恵を享受できるように、流域の関係者が

連携して水循環の維持・回復を進めることについて追記してございま
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す。５３、河川の有する多面的な機能の発揮のための適切な維持管理

や、予防保全型のメンテナンスサイクルの構築について追記していま

す。５４、５５、関係者の連携による総合的な土砂管理の推進、気候

変動の影響の把握も含めた土砂動態の把握について追記しています。 

５８、ここからは災害の発生の防止または軽減についてでございま

すけれど、本川中流部の中条堤や狭窄部による江戸市中の洪水防御シ

ステムや、明治４３年の大洪水を契機とした狭窄部の拡幅やカスリー

ン台風以降、上流の洪水調節施設を位置づけてきたこと、それから現

行基本方針において利根川放水路が見直され、下流の河道配分が増大

したことなど、河川整備の経緯を記載するとともに、技術の進展を見

据えた河道掘削、洪水調節機能の強化、水系として本支川ともバラン

スよく治水安全度を向上させることを方針として整備を行うことを追

記しています。また、利根川は氾濫域に首都圏を抱え、洪水氾濫によ

る被害想定が極めて高いこと等を踏まえ、整備途上での施設規模を上

回る洪水、計画規模を上回る洪水に対する被害最小化対策として、洪

水リスクを踏まえたさらなる堤防強化にも取り組んでいくことを記載

してございます。５９、本川・支川の全体に対する基本的な考え方と

して、遊水地、調節池について、技術的革新を推進しながら越流堤の

可動堰化等の整備を行うこと、事前放流により確保可能な容量の利

用、利水容量と治水容量の振替を含むダム群の再編とかさ上げ、放流

能力の増強、気象予測技術の進展を踏まえたより効果的な操作ルール

の採用など、既存の洪水調節施設の徹底的な有効活用について記載を

充実しています。また、洪水調節施設等の整備に当たっては、地域の

協力が得られるように努めるとともに、流域全体の治水安全度の向上

を図るため、地域の協力に対して、流域一体で理解が進むように努め

ることについて追記しています。また、河道の維持や河道の貯留効果

の増大、高度に河道や流水を管理する技術を検討していくことも記載

してございます。６５、支川のうち、小貝川については、昭和６１年

洪水の規模が基本高水の変更案を上回る規模であることを踏まえ、昭

和６１年洪水と同規模の洪水やそれを上回る洪水に対し、流域治水の

取組により被害の最小化を目指すことを記載しています。７１、堤防

が決壊すると甚大な人的被害を発生する可能性が高い区間について、

高規格堤防の整備を行うことについて記載をしています。７２、気候

変動により頻発化している土砂・洪水氾濫について、対策を実施する

ことについて追記しています。８０、被害対象を減少させるために、

中高頻度の確率規模の浸水想定など、多段階のハザード情報の提供な

ど、水害に強い地域づくりに技術的な支援を行うことについて追記し

ています。８１、ハザードマップやタイムライン、防災訓練などの支
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援、洪水予報、水防警報の充実など、ソフト対策について充実してお

ります。ここから河川環境の整備と保全でございます。 

８６、河川環境の整備と保全については、利根川流域の環境の特徴

を踏まえ、河川環境管理の目標を定め、生態系ネットワークの形成に

も寄与する河川環境の保全及び創出を図っていくことを記載していま

す。また、治水と環境の調和を図った多自然川づくりや自然再生を推

進し、良好な河川環境の保全と創出を図ることを記載してございま

す。８７から９８は、先ほど御説明させていただいた本川の各区間支

川別の環境整備の目標を追記してございます。９９、特定外来生物の

対策について記載しています。１０２、霞ヶ浦、渡良瀬などの水質改

善について、下水道等の事業や関係者と連携して取り組むことを追記

してございます。 

ここから基本高水並びにその河道及び洪水調節施設への配分に関す

る事項でございますけれど、１０８から１１２に基本高水のピーク流

量、洪水調節流量、河道配分流量について変更してございます。 

次に、主要な地点における計画高水流量に関する事項でございます

けれども、１１４から１２７に計画高水流量について変更してござい

ます。 

次に、主要な地点における流水の正常な機能を維持するために必要

な流量に関する事項ですけれども、１３１から１３２で水利権量につ

いて変更しています。１３３で、流水の正常な機能を維持するための

必要な流量について変更しています。資料の説明は以上となります。 

【小池委員長】  膨大な資料の御説明ありがとうございました。それでは、今御説明

いただきました資料１と資料３、本文の新旧対照表でございますが、

これにつきまして御意見を各委員からいただきたいと思います。御意

見のある方は挙手をお願いしますが、まず会場に参加いただいており

ます戸田委員から、その後、ウェブ参加の委員からお願いしたいと思

います。 

【戸田委員】  資料３の本文について、これまで議論してきた内容がしっかり盛り

込まれた本文案が提示されていると思いました。特に、資料３の３６

ページ、５９行目で、遊水地、調節池等での技術革新の推進や、あと

同じ３６ページ、５９行目の次の段落のところにある、河道貯留等を

含めた高度に河道や流水を管理する技術を検討しながら河川管理を行

っていくことなど、この小委員会の中で議論されたことがしっかり反

映されていると思いました。今日御説明いただいた環境のところと総

合土砂に関するところで少し意見がありますが、環境について、資料

３だと４６ページぐらい、左の番号でいうと８６から９９にかけて各

箇所での環境の目標が書かれています。場所によってそれぞれの環境
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目標が違うから、一概に言いづらいところがあるのですが、利根川水

系の環境の中で、資料１で御説明いただいたときに砂の河原とか礫の

河原の再生という言葉が出てきていて、そういった礫河原の再生とか

砂河原の再生というのは、土砂の管理や土砂動態とセットとなって初

めて達成されることになるのですが、環境のところに土砂管理との連

携のような言葉が、私の見る限り見当たらず、環境の基盤を形成する

ためにもそこの土砂管理をしっかり行っていって、その上に資料３で

書かれているような環境が形成される方向に進んでいくことが分かる

ように書いていただくのが大事と思いました。資料１の総合土砂のと

ころでも、河道については砂利採取以降、比較的安定傾向という表現

だったんですけれど、むしろ環境の側面から見ると、二極化とか固定

化が進んでいることが樹林化につながっていて、礫河原とか砂河原の

再生を考えるうえでは課題になっているところだと思いますので、そ

の辺は総合土砂のところの書き方も固定化していることが、ポジティ

ブというよりは環境面では少し課題にもなっていることが分かるよう

な形で、表現いただくのがいいと思いました。以上です。 

【小池委員長】  ありがとうございます。もう二、三名の委員からいただいた後に、

事務局にお答えいただくという進め方にしたいと思いますが、よろし

いでしょうか。それでは次、中北委員、お願いいたします。それから

その次、中村太士委員、よろしくお願いいたします。 

【中北委員】  ありがとうございます。大きく２つ、簡単に述べさせていただきま

す。１つは、最初の資料の９０ページ、環境に関連するところで積雪

深の変化を丁寧に調べていただきまして、ありがとうございます。既

にいろんな影響が出てきているというのはここで見えたと思いますの

で、先ほどの御説明では引き続きモニタリングを続けられるというこ

とで、ありがとうございます。加えて、河川整備方針を考えるとき

に、３０年先までですので、２度上昇のときにおよそどうなるかとい

うのは、今後、ｄ４ＰＤＦ５キロメートルとかありますので、それで

また見ておいていただくというのは大事なことかと思いますので、モ

ニタリングに加えて、科学的予測情報を上手に使っていただいて、見

込みを見ておいていただくのが大事かなと思いました。まずはチェッ

クいただきまして、どうもありがとうございました。それからもう一

つは、最大クラス等に関連するところなんですけれども、本文でも４

６番のあたりで、利根川水系では想定最大規模までと。これほかでも

同じような想定最大規模までとは書いてあるんですけれども、大都市

圏を控えたところであるので、こちらもある程度の見積りを持ってお

くというのは非常に大事ということで、さっきの雪のところで一つ申

し上げるのを忘れました。７７ページのところで、八斗島上流域の話
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ですけれども、さらに上流、矢木沢のところと、それからさらに下流

のところで雪が多い、そうでないところというので、ダム間の容量再

編イメージというのを考えていただいているところですけれども、こ

れもちょっと前回申し上げましたが、積雪等が将来変わる中で、冬季

の降雪量の代わりに降水量として雨が降っても平時に貯水しやすくな

るので、そのまま降水が雪に代わって降ってくれたら問題ないと思っ

ていますが、また将来予測でチェックはしておいたほうがいいのかな

というふうに、７７ページに関しても思っています。それから最後で

すが、長くなってすみません、２３ページですけれども、１９年の１

９号台風で疑似温暖化をしていただいて、流量を調べていただいたと

ころ、流量を計算していただいて、今回の新しい基本高水では十分押

さえられているというのは見せていただきました。ありがとうござい

ました。大変手間を取った形で計算していただいたと思います。た

だ、先ほど本文の４６番のところで、想定する最大規模までというこ

とを考えると、すぐできるものとしては、１９号台風の４度上昇、４

度上昇にならないんだけれども、危機管理により一度流量は算定して

おくというのは大事なことかなと思っていますので、ここまでできて

いるんだったらその情報も、環境省は雨のほうは出されていると思い

ますので、それを使ってやっていただくと。それから少し手間はかか

りますけれども、できたら近い将来にはカスリーン台風の、４０キロ

メートルの情報をまたダウンスケーリングすると細かい情報になりま

すので、カスリーン台風で２度上昇はどうなのかというのは非常に興

味があり、大事なところだと地元でも思われますので、ぜひそちらも

今後トライしていただければなというふうに、こちらは感じましたと

いう言い方にさせていただきますが、できればすることを推薦したい

と思います。以上です。どうも時間いただきましてありがとうござい

ました。 

【小池委員長】  どうもありがとうございます。それでは、中村太士委員までいっ

て、一度、事務局にお答えいただいて、その後、中村公人委員、髙村

委員、少々お待ちください。森委員もお待ちください。それでは、中

村太士委員、お願いします。 

【中村（太）委員】  ありがとうございます。実は今週の火曜日と水曜日に利根川を、特

に環境面から見せていただきました。事務所の方々、大変ありがとう

ございました。その際もこの資料で説明されていて、いくつか既にコ

メントはそのときにしました。特に環境目標、冒頭で廣瀬局長がおっ

しゃっていただいた、生物の生息・生育・繁殖場、通常、環境の目標

をどうやって考えていけばいいのかという議論の中で、今回の利根川

を考えると、例えば掘削をする場合に、どんな掘削断面があって、当
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初は実は掘削断面でどんな環境ができるかということが多少は書いて

あったんですけれど、例えば番号でいうと、７４ページなんかはそう

なんですけれど、今回は青字のところと下の断面のところがうまく結

びついた形で、掘削するとどんな環境ができて、それが結果として、

そこで大事にしている生物種にどんな影響を及ぼすんだろうかとい

う、その紐付けが整理されていると思いました。つまり、掘削する意

味が、治水容量を確保するというだけではなくて、環境にとっても大

事だということが伝わるんじゃないかと思ったので、とてもよくなっ

たと思います。ちょうど出ているのでこの右側の、例えばＸ掘削とい

う言葉をそんなに大きなこととして捉えないほうがいいんじゃないか

なと正直思いました。現地も見せていただきました。多分、Ｘ掘削を

すべきという心は、多様な環境を創出したいということをＸ掘削とい

う技術によってつくっていきたいということだと思うんですが、もっ

と大事なことは、結局、多様な環境がそれぞれの生物に対してどんな

影響を及ぼすのかということをきちんと紐付けして説明することだと

思いますので、技術だけの言葉ではなくて、対象とする生物種を考え

た上で、Ｘ掘削はどんな環境創出に役に立つんだという表現にしてい

ただけたらいいのかなと思いました。今見えているのが鬼怒川だと思

うんですが、鬼怒川のカワラノギクの、後の方でスライドでも出てい

たと思うんですが、市民の方々が一緒になって、域外ではないんです

けれども、洪水にはほとんど浸からない場所に礫を置いて、そこで絶

滅しそうなカワラノギクの個体群を繁殖させて種子を取って、実際に

川沿いの浸かりそうな場所にまいているといったような、そんな地道

な努力がなされていました。それ自体は、個体数が少なくなってしま

ったカワラノギクを保全するために大事な行為だと思うんですが、ど

うもその効果がいま一つ把握されていない。つまり、種子を実際の冠

水する場所に、もしくは礫河原の場所にまいた後、どの程度カワラノ

ギクなり、礫河原を生息場とする生物が増えているのかというのがい

ま一つ見えづらかったんです。市民の方々と一緒にやられている大変

いい事例だと思いますので、そういった域外保全をして、種子を礫河

原にまくことがどういう効果を生んでいるのかということを検討して

いただいて、それを広げていくべきなのかどうかも含めて考えていた

だきたいと思いました。鬼怒川を掘削した当時は礫河原だったと思う

んですが、そこにもここにあるようなシナダレスズメガヤとか、細粒

分を捕捉するような外来種が入ってしまっていて、少し緑が濃くなっ

ているなという感じがしました。そういった意味では、今回の掘削高

というのが本当に妥当だったのかどうかも含めて、もう少し下げても

よかったんじゃないかなと思ったものですから、その辺も御検討いた
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だければありがたく思います。この辺は順応的管理というか、試験を

やってみてうまくいかなかった場合に、もう一度違った考えで河道の

掘削を試みるという流れが必要なのかなと思いました。先ほど戸田先

生からもあったように、私も最後のほうで言われた総合土砂管理の、

例えばダム堆砂が予定どおりになっている場所もあるんですが、それ

以上に進行しているところもあって、例えばここではダム堆砂に対し

て下流に置土をしたりとか、そういうことを考えなくていいのか、そ

の辺がちょっと説明がなかったので、もし後で御回答いただければ、

置土をやっているのかどうかも含めて教えていただければと思いまし

た。あと、五十里ダムでしたか、多分フラッシュ放流をやっていると

いうふうに載っていて、そのダムにおける環境保全対策というのが不

明でした。多分、目的は繁茂した藻類をフラッシュして流すといった

ような意味だと思うのですが、その辺の水の流れを使った環境保全、

流水のパルスを与えることによって環境保全をしようという考え方

で、それ自体は大事だと思うので、その効果はどうなのかということ

を教えてください。最後に、８４ページにある、いわゆる生態系ネッ

トワークで、コウノトリやトキというのがここで繁殖もしたりしてい

て、シンボル種であるということは理解しています。一方で、先ほど

言っていた生物の生息場の環境目標の委員会では、こういうカリスマ

的な種だけに着目した生態系ネットワークではなくて、様々な種が生

育できるようなエコロジカルネットワークを考えていくべきだという

意見があったのを覚えています。コウノトリやトキというのは一般の

方々の関心を集める上でも大変重要だと思いますので、それ自体は結

構なんですが、こういったコウノトリやトキの生息場所をつくること

が他の種にとってもプラスに働くという考え方が必要です。どちらか

というとアンブレラ種的な意味で、他の種にとってもこういった形で

貢献できるんだということもきちんと書いておいていただけると、た

だコウノトリ、トキだけを保全しているんじゃないということが伝わ

るんじゃないかなと思いました。以上です。 

【小池委員長】  どうもありがとうございました。それでは、ここで戸田委員、中北

委員、中村太士委員からの御指摘事項に関して、事務局のほうからお

答えいただければと思います。 

【事務局】  環境の方はまとめてお答えしたいと思います。まず中北委員から積

雪の将来予測、ｄ４ＰＤＦなどもできているので、そういったことも

考えてはどうかということで、将来予測についてもどういったことが

できるのか、ｄ４ＰＤＦのデータは揃っているのかもしれませんが、

検討して、また御相談させていただければと思ってございます。疑似

温暖化実験の４度上昇、これは環境省とコミュニケーションを取っ
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て、どういったことができるのかを考えていければと思ってございま

す。カスリーン台風についても、御相談をさせていただきたいと思っ

てございます。それから、戸田委員と中村太士委員から、総合土砂管

理の技術と取組について御意見をいただきました。確かに本文で、総

合土砂管理と環境のところの記述が少し不足しているかなと思ってお

ります。大事な観点だと思っております。Ｘ掘削については、船底型

掘削とか、ネーミングや技術のことばかりが確かに前面に出過ぎてい

るところがあります。やっていることの意味は、多様な環境をつく

り、生物の生息場としてよい環境を創っていくということだと思いま

すので、そういうところをきちんと意識しながら進めていければと思

っているところでございます。そのほかは、中村太士委員からいただ

いた、市民の取組によるカワラノギクの移植の話で、効果がちゃんと

把握されてないところは、効果が出ているのかどうかというところも

ありますが、効果があったのか無かったのかというところが市民を巻

き込んでいくポイントでもあると思いますので、少し調べていきたい

と思ってございます。あと、事実確認関係で、ダム堆砂の置土とフラ

ッシュ放流の効果については、豊口課長、すみませんが、お願いしま

す。 

【豊口河川環境課

長】 

 河川環境課長の豊口です。置土については五十里ダムで実績がござ

います。また同じく、五十里ダムではフラッシュ放流によって付着藻

類の剥離、更新であるとか河床堆積物の粒層、それに併せて河川景観

の向上等の効果が確認されているところだと思います。そのほか、い

くつか中村太士委員から御指摘のあった、生態系ネットワークでシン

ボル種だけ強調し過ぎないようにということは、シンボル種はみんな

の旗印としては大事ですけれども、生態系全体が大事であるというこ

とをしっかりと訴えてまいりたいと思いますし、Ｘ掘削みたいな技術

自体はいろいろ進化していくものなので、基本方針のような長期的な

ものは、どちらかというと技術的な掘り方のものよりも考え方のほう

が大事だということだと思いますので、中村太士委員の御指摘のとお

り、記載ぶりも考えていきたいと思いますし、そのほか土砂管理のと

ころとか、さっき小澤室長が言ったとおりですが、記載ぶりの不十分

なところは再検討させていただきたいと思います。ありがとうござい

ます。 

【事務局】  すみません。あと１点、置土については、下久保ダムのところで、

下流土砂還元を実施していることが確認できています。以上です。 

【小池委員長】  どうもありがとうございます。戸田委員、中北委員、中村太士委員

のほうから、今の御対応でよろしいでしょうか。何か付け加えていた

だくことございますでしょうか。 
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【中北委員】  ありがとうございました。 

【中村（太）委員】  置土の環境に対する効果みたいなものは調べていないですか。その

辺が多分、環境面から見ると今後大事になると思います。生物の環境

目標の委員会の中でも、総合土砂管理というか、土砂の流れが生物に

とってすごく重要だという意見があって、今後、様々な川でこういっ

た取組をやってほしいと言うためにも、これまで実施されたところで

どんなふうに生息場に対して影響したのかということを、データとし

て積み上げていくべきと思います。その辺についてデータはあるでし

ょうか。 

【豊口河川環境課

長】 

 置土をしている場合、モニタリングは必要で、モニタリングの結果

は今私の手元にないですけれども、あるはずですので、調べてまた整

理しておきたいと思います。ありがとうございます。 

【小池委員長】  どうもありがとうございます。今お話しのありましたフラッシュ放

流の話と置土については、資料はつくれますでしょうか。資料をつく

っていただいて、委員の皆さんと共有していただくようにしたいと思

います。それでは、お待たせしました。中村公人委員、髙村委員、森

委員、里深委員、この順番でお願いしたいと思います。中村公人委

員、お願いいたします。中村委員の音声がはっきり聞こえないようで

ございます。後でお願いできますでしょうか。そしたら髙村委員、お

願いいたします。 

【髙村委員】  ありがとうございます。資料１の８７ページの霞ヶ浦のところなん

ですけれども、左の下、環境基準を超えているという表現なんです

が、現在の数値は環境基準値の２倍以上で、富栄養化の程度がかなり

深刻な状況であります。それで８６ページの御説明に、湖内の浄化施

設などそのほかいろいろ、第８期の環境省の水質保全計画も加味して

対策をしているので、落ち着いていくだろうという御説明だったんで

すが、基本的に湖の場合は、湖内に一旦窒素・リンを入れてしまった

ら、ご説明いただいたような湖内での浄化の取り組みをしても、なか

なか効果が発揮しづらいということが分かっています。その辺をよく

認識していただいているのかどうか。というのが、資料３の４２番の

書きぶりを読ませていただきますと、平成１８年のときは水質汚濁が

著しいと書かれてていますが、今回の書きぶりがえらくさらっとして

おりまして、もっと注意を喚起する書きぶりに変えていただきたいと

いうことでございます。霞ヶ浦の管理については、事前に関東整備局

の方が説明に来てくださって、皆さんよく分かっておられるんです

が、霞ヶ浦の不幸は、霞ヶ浦が国交省の管理、その流域の管理は県と

分かれていることです。湖沼、特に湖沼の水質は流域を一体に管理し

ていかないと、過栄養化の問題は解決しないと思います。流域は県管
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理だから県に任せて、国交省は湖内の管理を扱うので湖内の浄化をす

るというように、別々にやっている限りにおいては問題が解決しない

ので、一体的な取組、つまり、流域の水質保全の対策ということを国

交省も真剣に取り組んでいただきたいというのがお願いです。次に、

８８ページの霞ヶ浦の湖岸植生帯の状況は、平成８年を基準にあまり

減ってないと言っておられるんですが、それ以前のデータがあるはず

で、私など高齢者は、それ以前の状況はよく覚えているわけで、植生

帯はもっと豊かであったわけです。ですから、グラフの表示の仕方が

何で平成８年から書いているのかというのが恣意的です。データがあ

るのですから、資料として出してください。周辺住民、霞ヶ浦の周り

の方たちは植生帯の再生、昔もっとあったわけですけれども、その辺

を望んでおりますので、その点を鑑みもう少し考慮して管理事業を進

めていただけるようにお願いいたします。以上です。よろしくお願い

します。 

【小池委員長】  どうもありがとうございました。それでは、髙村委員の次が、森委

員、お願いいたします。 

【森委員】  よろしくお願いいたします。先ほど中村委員、あるいは髙村委員も

おっしゃられたこととかぶる部分がありますので、それは除くとし

て、最初に資料１の６８ページ、これ表記の仕方ということになりま

すけれども、魚類相の現状というのが左上のほうにあります。これの

分類というか、区分の仕方が普通種、重要種、外来種という形で、３

区分になっています。これはこれで一つの表記としてはいいんですけ

れども、知りたいのは、生活史でどのような変化があるかということ

も知りたい。つまり、純淡水魚なのか、あるいは汽水性の魚がどれほ

どいるのかということの変化、それによって河川の、言わば水系の連

続性というものに、そういったことから理解することができますの

で、あるいは分類でもいいかもしれません。コイ科とかハゼ科といっ

たようなことでもおおよその分類から生活史が類推できますので、そ

うした表記の仕方も検討いただければということが１点目でありま

す。それと本文につきましては、これまで河川環境の管理の中で整備

とか保全とか創出、特に創出という言葉がしっかりと入っていたり、

動植物の生息・生育、そして繁殖の場という文言がしっかり入ってい

るということと、それと特定外来生物への対応ということが明記され

ておりますので、こうした点も今回の小委員会の一つの大きな成果に

なっているのではないかと思います。ただ、利根川という点に関して

いいますと、特に特定外来生物ということでいいますと、本文の二十

何番でしたかね、外来種のことが少し表記されているところがあった

かと思いますけれども、ちょっとごめんなさい、私のほうで確認をい
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たします。これか。例えば２３番、番号で申し上げますけれども、ペ

ージでいうと１２ページ、ここに関しましても、魚類ということで特

化させていただきますけれども、コクチバス、ブルーギル等という書

き方、これはある意味、全国的な話でもありますけれども、利根川と

いう観点からすると、これ文言が長くなってしまうので、これちょっ

と検討いただければということになるかもしれませんが、アメリカナ

マズとか、たしかオオタナゴも特定外来生物ということで、特に利根

川流域においては一種の特化した特定外来生物ということでもありま

すので、最近ちょっと広がってはおるんですけれども、利根川から拡

散しているということも見聞きしますので、そういった文言、種名も

入れていただけるといいかと思います。それと、土砂管理につきまし

てはもう繰り返しませんけれども、一方で、洗掘とか掘れるという現

象はないのかということが少し気になりました。先ほど来、中村太士

委員もおっしゃられた部分のところの、あるいは戸田委員がおっしゃ

られたことなどは多分、本文案としては５５番とか５６番の辺りに少

し膨らまして書いていただくことになるのではないかと思っておりま

すので、次回少し検討いただければと思います。それと生態系ネット

ワークというところに関しては、提案ということになりますけれど

も、アンブレラ種という観点だけではなくて、利根川のような大物の

河川においては、その中のさらに生態系的な区分というのができない

のかどうか。例えば今、木曽川のほうでは、扇状地遊水地区でしたか

ね、地域でしたか、それと氾濫源区域、それからいわゆる汽水区域み

たいな形で、その地域における広い範囲の中においてもいくつかの区

分に分けられるということで、言わば生態系的な区分ということが利

根川では検討できるのかどうか。私はあんまり利根川のことは詳しく

ないので分からないんですけれども、そういう形で区分ができれば、

その中にアンブレラ種はどのような形でいるのかということも少しリ

アリティーを持って検討できるのではないか。あるいはこれは計画マ

ターということになるのかもしれませんけれども、例えば木曽川や利

根川や石狩川のような大物河川に関しては、そういう形で３つ４つぐ

らいに区分をして検討するということも、生態系ネットワークという

ことで、さらに小区分として検討するということもあっていいのでは

ないかと思いました。それと今、ぱぱっと見ていて気がついたことで

すけれども、これはちょっと細かいことなので、後でまた事務局のほ

うに申し上げればいいことですけれども、本文案の８８番、４８ペー

ジ、出ますでしょうか。８８番の最初の一番上の上流部ではアユ、ウ

グイ等の云々と。これは「上流部では」が次のムサシノジュズカケハ

ゼにもかかると思われるので、「上」の前に「中」も入れておいたほ
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うがいいという指摘です。このムサシノジュズカケハゼに関しては、

上流域だけではなくて中流域のたまりのようなところにもいますの

で、その辺、少し書き加えておいていただければいいということでの

指摘であります。以上です。ありがとうございました。 

【小池委員長】  どうもありがとうございました。中村公人委員、お願いいたしま

す。 

【中村（公）委員】  ありがとうございます。資料１の６１ページに田んぼダム、水田貯

留の記述がございまして、特に水田面積の割合が大きい流域ではこの

取組が重要になるかと思います。また、流域治水プロジェクトのメニ

ューにも入っているようです。本文案を見ると、それに関する記述が

見つかりませんでしたので、該当するところに記載を御検討いただけ

ればと思います。以上です。ありがとうございます。 

【小池委員長】  どうもありがとうございました。それでは里深委員、お願いしま

す。 

【里深委員】  先ほどの髙村委員からの御指摘にもあるかと思うんですが、ダム堆

砂のことについてなんですけれども、本来、流下すべきものをダムに

ためている現状というのは本体の資料の９５ページにもあると思うん

ですが、これ計画堆砂にのっていれば問題ないという感じに見えるん

です。必要に応じて対策を検討というんですけれど、具体の支障が懸

念される場合というのは、実はこの計画堆砂にのっかっていても具体

の支障というのは、ダムの容量が減るという支障だけではなくて、い

ろんな支障があるわけですよね。先ほどの説明で、超えているものに

ついては緊急に今もやっているんだけれどもということでしたけれど

も、基本的にはダム堆砂の中で下流に対して必要と思われる土砂は、

計画堆砂を下回っている場合であっても、これは本来、下流に出すべ

きものだという扱いを、それを基本的にそういうふうにするものだと

いうふうに変えていかなければいけないんじゃないかと私は思ってお

りますので、ここですぐさまどうなるということではないんですけれ

ども、計画堆砂以内だからいいよねということではないと思います。

以上です。 

【小池委員長】  大変重要な御指摘ありがとうございます。そうしますと、もう一

方、清水委員、お願いいたします。 

【清水委員】  ありがとうございます。資料１の、利根川の環境で、資料１の７０

ページで紹介されているように、ここでは、砂州や 

低水路蛇行流路があって、とてもよい生物の生息環境であると思いま

す。一方、この辺りの区間は、川俣の付近も含めて、流加能力が足り

なく、高水敷幅をかなり削る区間でもあります。流下能力を上げるた

めに堤防の近接するところまで掘ると、それに対しては、高水での流
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況計算から、それほど問題はないだろうというお話ではありますが、

河岸侵食は流量の規模が小さいときに、河岸に向かう流れが起こりや

すいので、そうなると、ここでの地形である砂州や蛇行が影響しま

す。中規模出水では、流れが堤防に向かってくるようになるので、削

りしろのところの少ない所では、高水とともに、むしろ中小河川洪水

と地形との関係が大きいと思います。流下能力を上げるという中で、

治水と環境の調和というのを多摩川では福岡先生が大いに議論してき

たわけですので、その辺りがうまく本文に書けると良いと思いまし

た。あとは短く、本文で気づいたところを言ってもよろしいでしょう

か。 

【小池委員長】  お願いいたします。 

【清水委員】  本文の１９ページ、変更のところですが、資料ではよく書けている

のに、渡良瀬の貯水池、谷中湖のところの中段の線のところ、近年で

はコウノトリが生息、繁殖していると、本文では一言だけになってい

ます。参考資料のほうではコウノトリが生息して、特に渡良瀬遊水地

ではそこでつがいができて、繁殖したことが東日本では初めてとなり

ます。様々な背景があったからこそコウノトリが生息・繁殖している

ので、もう１行ぐらいは、そういう努力があって、こういうものがな

されているという言い方が大切かなと思いました。それから、１２ペ

ージになりますが、ここのところで中条堤が出てきています。赤文字

のところで、本川中流部における遊水機能により江戸市中の洪水防御

を図っていた。中条堤、遊水機能と言いますが、この当時は遊水氾濫

許容機能とか、あるいは遊水氾濫許容により江戸市中を守ったという

のが正確ではないかなと思います。遊水機能という意味合いが、本文

の中で使っている遊水機能と中条堤のそれとは明らかに違う位置づけ

があると思います。たしか氾濫許容区域と防護区域という言葉を使っ

て中条堤を表現されていたこともあるので、中将堤の場合、遊水に氾

濫許容という言葉を入れたほうがいいのではないかと思いました。そ

れから、段階的な施工の内容が本文にあります。４３ページの７７、

ここは今回、全く修正がありません。本川・支川の整備に当たって

は、バランスの取れた治水安全度の向上が図れるように段階的に行っ

ていくということは、まずは優先順位を決めてしっかりやっていきな

さいと言うことになります。江戸川分派と、それから本川上流の掘

削、上流の洪水調節施設等が書いてあるんですけれども、この辺、な

ぜ渡良瀬遊水地の、あるいは遊水地の機能増加とか、そういう文言が

入ってこないのか。今回は上流部での河道は掘るけれども、下流には

手をつけないというのは、渡良瀬遊水地を含む本川中流の区間で堰の

可動化とか、そういう技術が強く打ち出されてきた訳ですので、もう
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少し遊水池の機能強化みたいなものが優先順位を上げて、それから５

２ページです。赤字のところの下から２行目か３行目のところに、河

川と流域住民等とのつながりや流域連携の促進という言葉で、これで

端的には表しているんですが、もう少し水源地域と下流河川との上下

流交流、あるいは水源地域の保全や持続的な活性化など、ダムのフォ

ローアップ委員会の中でも、水源地域の動態というのは重要な課題と

認識されており、利根川水系では相当な数のダムがありますので、

「水源地域との」という言葉が入っていただきたいと思います。最

後、５５ページ、ア、利根川の場合のところで、主要地点の計画高水

流量のところですが、これは大変詳しく、アの上から３行目「さらに

本川の流量を調節することにより」という、渡良瀬遊水地に対しては

今まで合流ゼロ、影響なしから、本川流量調節まで入っているという

ことになっているわけです。一方で、その下のところの、下流３池、

田中、菅生、稲戸井では、本川の計画流量に影響を与えないものとい

う効果だけで、本川流量調節までは考えないのかどうか、遊水地の機

能強化であれば、渡良瀬遊水地はそれをやるけれども、下流３池はそ

ういう機能増強は見込まないという感じがしています、その辺はどの

ように考えたらいいのかというところがあります。以上です。長くな

りました。 

【小池委員長】  非常に重要な御指摘を的確にお示しいただきまして、ありがとうご

ざいます。それでは、事務局のほうから、今御指摘いただいたことに

ついてお答えをお願いしたいと思います。 

【豊口河川環境課

長】 

 河川環境課長ですけれども、髙村委員から御指摘いただいた、湖内

の浄化設備ではどうにもならないというか、一旦入ってしまうとなか

なか効果が出にくいということは我々も認識していて、流入源対策が

湖沼の環境には非常に重要だと思っています。そういった意味で、湖

沼の水質保全計画みたいなものを関係機関と一緒につくって、その中

で河川管理者としてできるのが、湖内に入ってきたところの浄化設備

だから、そういうふうに書いてはいるんですが、もうちょっと書き方

についても工夫させていただきたいと思いますし、もうちょっと切迫

感があるようにということだったので、書き方を検討したいと思いま

す。また、平成８年以前のデータがないではないかという御指摘もあ

りましたが、前回の基本方針からの変更点ということを強調するため

に書いたのですが、もうちょっとかつてのデータもお示しできればと

思います。それから森委員からは、生活史などが分かるようなデータ

がというお話もあったので、ちょっと調べてデータを整理したいと思

います。また本文の書きぶりで、特定外来種について、ブルーギルな

ど一般的なものだけではなくて、利根川らしいものも、という話があ
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りましたので、そういったものも追記していきたいと思います。生態

系ネットワークのところは、先ほどもアンブレラ種だけでなくという

話があったので、表記を直すところがあれば直したいのと、中上流と

いうお話もありましたので、そこは直したいと思います。それから里

深委員から、ダムの堆砂は計画堆砂を守っていればいいというのは、

ダム管理上というか、容量管理上はそれでいいんですけれども、河川

環境上、総合土砂管理の観点からいうとそういうことではないので、

やる必要があるなしという、マルかバツかみたいな問題ではなくて、

堆積が進んでいるところは優先順位が高いことであることは確かです

が、それだけではないというのは御指摘のとおりなので、記載ぶりを

直すところがあれば直したいと思います。そのほかは小澤室長から。 

【事務局】  中村公人委員が言われました田んぼダムの記載というのは、確かに

本文で抜けておりますので、検討させていただきます。それから、森

委員からあった河床低下については、近年は落ち着いてきているとい

う認識でございます。あと、清水委員からの意見についても検討させ

ていただきたいと思います。以上でございます。 

【小池委員長】  清水委員からお話があった中で、蛇行して良い環境ができていると

ころというのは、中小洪水のときに洪水流が堤防に当たる方向にいく

という御指摘があって、環境と治水というのをそういうことまで一体

的にどう考えるのかという御指摘だったように思うんですが、これは

修文レベルではないように思うんですけれども、いかがでしょうか。

清水委員、そういう理解でよろしいでしょうか。 

【清水委員】  全くそのとおりですが、その地点で治水と環境ともに調和するとい

うのがなかなか難しいとも思います。例えば流下能力が足りなく河道

整正しないといけない箇所は、同区間で環境の代償地を作るとか、そ

こでの環境をほかのところで再現するなど、やり方があると思いま

す。治水と環境の調和された形として利根川でできること、こういっ

た箇所は、今後も出てくると思います。流下能力を上げるために相

当、河道掘削いないといけない。しかし、環境は良いですが、その辺

りの考え方、あるいは今後の課題で良いですが、さらっと言ってしま

うところではないと思いました。 

【小池委員長】  どうもありがとうございます。多摩川でいろいろと議論して、多摩

川でできる対策はそれなりに考えてきたということも踏まえて、利根

川の場合にどんなことが考えられるのか、今後考えていかないといけ

ないのかという記述ということだと思いますが、課長、いかがでしょ

うか。 
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【事務局】  ありがとうございます。今回、極限までというとあれなんですけれ

ども、河道の流下能力を向上させるための断面を最大限、洪水上活用

してしまっているということで、土砂の観点もそうですし、生態系の

観点もそうだと思いますが、本来、川が持っている余裕というか、環

境上必要な土砂の流し場だとか、環境の場みたいなものを若干いじめ

ているところが出てきてしまっているのかなと思います。我々、河川

管理をする上でも一定のそういう幅も必要だと思いますし、当然環境

上のことを考えたときに、代償措置をどういうふうに全体で考えるの

かみたいなこともしっかり考えていきながら、断面のつくり方、それ

から連続した環境の整備の在り方、この辺は今、どこまで管理のこと

まで考えてできているかと言われると、まだ先へといろいろ考えてい

かないといけないところかなと思いますので、ぜひ現場での実施も含

めながら、しっかり対応していきたいと思います。表現ぶりはまた考

えるところもありますが、現場での対応もしっかり考えていきたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

【小池委員長】  どうもありがとうございます。委員の皆様からほかに何かございま

せんでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、本日の議論には関

係都県の方々に参加いただいておりますので、順に御意見を賜ればと

思います。まず、茨城県様、お願いいたします。 

【大井川委員代理

（矢内）】 

 茨城県河川課長の矢内でございます。利根川水系の河川整備方針の

変更について、委員の皆様には熱心な御審議を賜りましてお礼申し上

げます。また、日頃より本県の河川行政に対しまして深い御理解と多

大な御支援をいただいておりますこと、この場をおかりしまして重ね

てお礼を申し上げます。本県といたしましては、利根川水系の河川整

備基本方針の変更につきまして、特に異議はございません。今後、河

川整備基本方針、そして河川整備計画の変更の後、整備を行っていた

だく際には、本県や流域市町村などと十分な調整を行っていただきな

がら、早期に流域住民の安全安心が確保されるよう進めていただけれ

ばと考えております。気候変動に伴う災害が激甚化・頻発化する中、

本県といたしましても流域の治水安全度向上につながるよう、引き続

き国や流域市町村と協力して、ハード、それからソフト対策が一体と

なった流域治水にしっかりと取り組んでまいりますので、今後とも御

支援、御協力をよろしくお願い申し上げます。以上でございます。 

【小池委員長】  ありがとうございました。それでは栃木県様、お願いいたします。 

【福田委員代理（細

井）】 

 栃木県知事の代理で出席をさせていただいております県の河川課長

の細井でございます。日頃から大変お世話なっております。本県では

平成２７年の関東・東北豪雨、それから令和元年東日本台風と、度重

なる甚大な被害を受けておりまして、気候変動による水災害の頻発・
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激甚化を強く感じているところでございます。今回の基本方針の変更

案につきましては、気候変動を踏まえた降雨量や流出量の増加、また

最新の利水技術や環境創造に関する知見が反映されていくものと考え

ておりまして、将来にわたりまして県民の安全安心に寄与するものと

考えております。今後、本方針に即した河川整備計画の変更におい

て、具体的な整備内容が議論されるものと思われますが、本県といた

しましても国交省様と連携しながら、利根川水系全体の治水安全度の

向上、もしくは利水環境の向上に努めてまいりたいと考えておりま

す。引き続き、御支援、御協力よろしくお願いしたいと思います。以

上でございます。 

【小池委員長】  どうもありがとうございました。次に、群馬県様、お願いいたしま

す。 

【山本委員代理（後

藤）】 

 群馬県県土整備部技監の後藤と申します。よろしくお願いします。

群馬県におきましては、前回の小委員会でも発言をさせていただきま

してありがとうございます。群馬県の思いを酌み取っていただきまし

て、本文案の中でも反映していただいていること、この場をお借りし

てお礼申し上げたいと思います。群馬県では、令和元年東日本台風の

際に、県内観測史上最大となる雨量を記録しております。頻発化・激

甚化する気象災害にしっかりと対応できるように、群馬県では災害レ

ジリエンス№１というものを目標に掲げまして、防災・減災対策に取

り組ませていただいているところであります。こういった中、利根川

水系が県土の約９９％を占めているという状況が群馬県としてありま

して、群馬県内で安心して暮らせるようになるためには、どうしても

利根川水系の治水安全度の向上というものは必要不可欠だと思ってお

ります。こういった中で、今後、国の方で定めていただきます河川整

備計画の見直しにおきましては、関係都県や地域の意見をしっかりと

聞いていただいた上で、治水安全度の向上に向けまして、迅速に河川

整備を進めていただきたいと思っております。特に第１３５回小委員

会の中で申し上げたとおり、ダムの整備や改築につきましては地元住

民への負担が非常に大きいため、計画策定に際しましては地元の理解

を得てから進めていただくとともに、工事実施に当たりましては、地

域振興などの地元対策につきましても積極的な国の支援をお願いした

いということであります。群馬県からの意見は以上になります。 

【小池委員長】  どうもありがとうございました。次に、埼玉県様、お願いいたしま

す。  
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【大野委員代理（大

原）】 

 埼玉県県土整備部河川砂防課の大原と申します。本日は知事代理と

して出席させていただいております。どうぞよろしくお願いいたしま

す。埼玉県にかかる利根川水系におきましては、令和元年東日本台風

の際に、利根川中流部の川俣水位観測所で計画高水位を約４時間にわ

たり超過するなど、大規模な出水となりました。また、昨年の６月の

大雨では、中川の中流域において、４,０００件を超える甚大な内水

被害が発生しております。このように頻発化・激甚化する水災害の状

況を鑑みますと、今回、利根川水系河川整備基本方針について熱心に

御審議いただき、見直しをしていただくことに対しましては、心から

感謝を申し上げるところでございます。まず、御提案いただきました

河川整備基本方針の変更案につきまして、埼玉県として特に異議はご

ざいません。その上で何点かお願いを申し上げまして、意見に代えさ

せていただきたいと思います。今回の基本方針の変更案では、気候変

動の影響を考慮し、将来予測される降雨量に対する河道への流量配分

や、洪水調節施設などによる調節流量をお示しいただいております。

利根川、江戸川では、令和元年東日本台風においても、八ッ場ダムを

はじめとする利根川上流のダム群や渡良瀬遊水地などで洪水調節機能

が最大限発揮されたことや、現在も進められている首都圏氾濫区域堤

防強化対策の効果が発現したことにより、堤防が決壊せず、流域での

甚大な被害が回避されてきたと認識しております。今回の基本方針の

変更に伴う具体的な方策につきましても、今後、河川整備計画の中で

議論されるものと思いますが、国において検討いただく方策につい

て、本県にも十分な情報共有をお願いしたいと考えているところでご

ざいます。また、中川においても、これまで全国に先駆けて総合治水

対策に取り組み、本年３月には特定都市河川に指定していただいたこ

とも踏まえ、国土交通省、東京都、茨城県や関係市町等とさらに密に

連携し、流域治水の取組を進めていきたいと考えております。今後と

も国土交通省をはじめ、利根川流域の関係都県や関係市町と連携・協

力し、河川整備をはじめとする流域治水の取組を着実に推進していき

たいと考えております。御支援、御協力のほどよろしくお願いいたし

ます。埼玉県といたしましては以上でございます。本日はありがとう

ございました。 

【小池委員長】  どうもありがとうございました。それでは東京都様、お願いいたし

ます。 

【小池委員代理（渡

辺）】 

 東京都建設局河川部計画課長の渡辺と申します。本来、知事が臨時

委員になっておりますが、代理として発言をさせていただきます。東

京都は、利根川流域におきまして、江戸川や中川、綾瀬川など９つの

河川を管理してございます。都としましては、首都を水害から守るた
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めにも、これら支川の整備を国と連携して着実に進め、利根川水系全

体の治水安全性の向上に努めてまいりたいと考えてございます。それ

では、今回の方針変更に関しまして、２点、意見を申し上げさせてい

ただければと思います。１点目でございますが、都が管理している支

川への大きな影響はないという御説明をいただいておりますので、変

更自体に特に意見はございませんが、今後、方針の変更を受けて検討

されます河川整備計画の変更に向けましては、流域自治体との連携を

引き続き図られますよう、お願いしたいと思います。２点目でござい

ます。冒頭、小池委員長からも御意見がございましたが、気候変動は

治水のみならず、厳しい渇水の発生など利水への影響も懸念されま

す。都の水道水源の約８割は利根川、荒川水系でございまして、利根

川上流ダム群は首都・東京の安定給水に不可欠な施設であるため、既

存ダムの活用などを検討するに当たりましては、利水者を含む関係者

間での十分な調整をお願いしたいと思います。東京都からの発言は以

上でございます。 

【小池委員長】  どうもありがとうございました。すみません、千葉県様を飛ばして

おりまして大変申し訳ありません。私のミスで。千葉県様、お願いい

たします。 

【熊谷委員代理（古

谷野）】 

 千葉県でございます。熊谷知事の代理として出席させていただいて

おります千葉県河川整備課長の古谷野でございます。どうぞよろしく

お願いいたします。委員の皆様におかれましては、昨年１２月からこ

の委員会の中で御審議いただきましてありがとうございます。本県で

は、令和元年東日本台風や令和５年９月の台風第１３号の接近に伴い

まして、総雨量４００ミリを超える記録的な降雨がございました。こ

れまで実施してきた治水対策によりまして、浸水被害の軽減に一定の

効果をもたらしたものと考えておりますが、県の管理河川におきまし

て越水等の被害が多数発生しております。このような状況を考えます

と、地球温暖化の進行がもたらす気候変動も要因と感じておりまし

て、今回示されました基本方針変更案は、今後の水害リスクの増大に

備える非常に重要なものと考えておりまして、本県としましてはその

方針に異議はございません。その上で、利根川の最下流圏に位置しま

す千葉県としまして御意見を申し上げますと、江戸川の左岸につきま

しては、本県において特に人口、資産が集中した地域であり、また利

根川の下流域は、令和元年東日本台風により住宅の浸水被害が発生し

ております。今後、河川整備計画の変更に向けて検討される際におき

ましては、地域の意見を聞きながら、上下流、左右岸のバランスに御

配慮いただきまして、早期に治水安全度の向上が図られるようお願い

申し上げます。今後とも流域治水の推進に向けまして、国土交通省さ
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んや関係の市町村長と連携して取り組んでいきたいと考えております

ので、御支援、御協力のほどお願い申し上げます。千葉県からは以上

でございます。 

【小池委員長】  千葉県様、大変失礼いたしました。申し訳ございませんでした。ど

うもありがとうございました。今、御参加いただいております都県の

代表の皆様から、今日まで議論し、取りまとめてまいりました基本方

針の変更案につきましては、皆様より御支持をいただきました。一方

で、今日、委員の皆様から非常に重要な御指摘もいただいておりま

す。１つは、土砂と環境というものを改めてどういうふうに考えるの

かということ、それから環境面につきましては、環境の対策とその効

果、それからそれを見える化していく工夫ということも、いろいろな

側面で御指摘をいただいております。もう一つ、先ほど群馬県様から

もちょっと触れていただき、東京都様からも触れていただきました

が、上流の水源地、あるいは水をためる、もちろん利根川の場合には

渡良瀬であるとか、下流の３池というものがございますが、上流ダム

群も非常に大きな役割を担っていただいております。清水委員からも

お話がありましたが、上流水源地あるいは上流貯留地域と、その受益

地である下流との間でどういうふうに連携を進めていくかということ

も重要な課題であると思います。今日参加いただいている都県の皆様

からも、その重要性は御指摘いただいております。本文案につきまし

ても基本的な御了解はいただいているとは思いますが、いくつか重要

な御指摘、それから内容を改めて確認したほうがよいというふうにも

思いますので、次回の小委員会におきましては、特に本日の御意見を

踏まえて、本文案の精査を改めてさせていただくということで、本文

案のブラッシュアップに努めていければと思います。また、今日御指

摘いただいた中で、いくつか資料も準備して御説明すべきこともござ

いますので、事務局におかれてはその資料の御準備をお願いしたいと

思います。そういうふうに考えますが、よろしいでしょうか。（「異

議なし」の声あり） 

【小池委員長】  御異議がないように思いますので、それでは本日の会議はここまで

としたいと思います。各委員には大変熱心に御議論いただき、また本

当に貴重な御意見をいただきまして、私自身気づいていないところも

教えていただきました。どうもありがとうございました。都県の皆様

からも大変前向きな御示唆もいただきまして、ありがとうございまし

た。本日の議事録につきましては、内容を御確認いただいた後、国土

交通省ウェブサイトにて一般公開することといたします。本日の議題

は以上でございます。 
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【事務局】  委員の皆様におかれましては、長時間の御議論ありがとうございま

した。それでは、閉会とさせていただきます。ありがとうございまし

た。 

 


